


16-1の一部利用は借地利用になります。
残置面積は153.46㎡になります。
残置利用用途は土地所有者ではないため不明です。

地区まちづくりルール無し。

関係各課と協議の上、検討、実施します。

区域周辺の良好な住環境の保全に努めます。

道路からはできるかぎり見通しの良い計画とする。

同上

周辺建物との調和に配慮します。

（注意） ３欄から７欄までは、特定開発事業の構想に限って記入してください。

7 　その他地域の特性に応
じた都市環境の形成に関
すること。

4 　開発事業区域の周辺に
おける良好な住環境の保
全に関すること。

5 　開発事業区域における
防犯対策に関すること。

6 　開発事業区域及びその
周辺の道路における通行
の安全の確保に関するこ
と。

2 　地区まちづくりルールへ
の配慮に関すること。

3 　開発事業に伴い必要と
なる開発事業区域内外の
公共施設等の整備に関す
ること。

開発事業における配慮項目 開発構想における開発事業者の見解

1 　殊更に小規模な開発事
業区域を設定しないこと。

(第２面）










